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徳島地方最低賃金審議会専門部会運営規程 

 

 

（規程の目的） 

第１条 徳島地方最低賃金審議会最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）

の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）及び最低賃金審議

会令（昭和３４年政令第１６３号）に定めるもののほか、この規程の定める

ところによる。 

 

（会議の招集） 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたと

きのほか、徳島労働局長又は３分の１以上の専門部会委員（以下「委員」と

いう。）から開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

 ２ 前項の規定により、徳島労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとす

る場合には、付議事項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前まで

に、部会長に通知しなければならない。 

 ３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほ

か、少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知すると

ともに、徳島労働局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席） 

第３条 部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声

の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる

システムをいう。次項においても同じ。）を利用する方法によって、会議に

出席することができる。 

 ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令

第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

 ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を

部会長に適当な方法で通知しなければならない。 

 ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ

部会長に適当な方法で通知しなければならない。 

 

（会議） 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるも

のとする。 

３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又

は意見を聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が

不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非
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公開とすることができる。 

 ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要

な措置をとることができる。 

 

（議事録） 

第６条 会議の議事については、議事録を作成するものとする。 

 ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開すること

により、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団

体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会

長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を非公開とすることができる。 

 ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（議決の報告) 

第７条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、徳島地方最低賃金審議会に

報告するものとする。 

 

（議事、運営） 

第８条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門

部会の議決に基づいて行う。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行う。 

 

    附  則 

（施行期日） 

この規程は、昭和４２年６月１０日より施行する。 

    附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成８年４月１日より施行する。 

    附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１０年４月１日より施行する。 

    附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１２年４月１日より施行する。 

    附  則 

（施行期日） 

この規程は、平成１３年４月１日より施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規程は、令和４年８月３日より施行する。 
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15日 8営業日 30日

→ → →

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月1日（日） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月2日（月） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月1日（火） 10月31日（木）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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令和６年度 

第５回徳島県最低賃金専門部会 

配布資料 

 



1 



令和６年度 

徳島地方最低賃金審議会最低賃金専門部会公益代表委員見解 

 

 

１ 全会一致での結審を目指し、努力をしてまいりましたが、残念ながら、労使

意見の隔たりが大きく一致には至りませんでしたので、公益代表委員として

の見解をお示しします。 

 

２ 本年度の徳島地方最低賃金の改正については、 

「現行額（896円）から 84円引き上げ、改正額 980円」 

とするべきとの判断に至りました。 

以下、その理由について説明します。 

 

３ 最低賃金法第９条第２項では、「地域別最低賃金は、地域における労働者の

生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなけれ

ばならない」として、最低賃金の決定の際に考慮すべきいわゆる法定３要素に

ついて定めていますが、この３要素に基づき、各指標について他都道府県と比

較した際の徳島県の立ち位置にふさわしい最低賃金とする必要があると考え

ます。 

この点、令和６年度第３回徳島地方最低賃金審議会最低賃金専門部会におけ

る提出資料１「主要統計資料（追補版）」では、 

① 労働者の生計費については、 

・「４人世帯の標準生計費月額」（都道府県人事委員会「給与勧告」（参考資

料）2023年４月）が、33位 

・「消費者物価地域差指数（都道府県下全域）」（総務省「小売物価統計調査

（構造編）」2023年）が、23位 

・「１月あたりの消費支出額（総世帯のうち勤労者世帯）」（総務省「家計調

査」2023年）が、11位 

② 労働者の賃金については、 

・「新規学卒者（高卒）の所定内給与額（産業計、企業規模 10人以上）」（厚

生労働省「賃金構造基本統計調査」）が、男性 29位、女性 14位 

・「定期給与」（厚生労働省「毎月勤労統計調査」2023年）が、32位 

・「パートタイム労働者の１求人票あたりの募集賃金」（厚生労働省「職業安

定業務統計」2023年）が、平均額で 20位、下限額で 25位 

③ 通常の事業の賃金支払能力については、 

・「有効求人倍率」（厚生労働省「職業安定業務統計」2023年）が、32位 



・「失業率」（総務省「労働力調査都道府県別調査結果（モデル推計値）」2023

年）が、低い順で９位 

・参考数値ではありますが、「県民所得（財産所得を除く）に対する県民雇

用者報酬の割合」（内閣府「県民経済計算」2020年）が、低い順で３位 

等となっていることから、これらを総合的に見ると、徳島県は全都道府県中、

中位より上に位置しているということができます。 

 

４ ここで、令和５年における全都道府県の地方最低賃金額についてみてみま

すと、中位はおおむね 930円程度となっています。 

 

５ これに関し、３に掲げた各種の指標から徳島県は全都道府県中中位より上

に位置していることや、徳島県における人材確保の取組をより一層強化する

必要があるとの委員の意見があったことを踏まえると、令和６年徳島県最低

賃金額について、中位である 930円に目安額 50円を加えた額より上に位置付

けることも考えられます。 

 

６ 一方、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024改訂版」（令

和６年６月 21 日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（同

日閣議決定）において、「労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030 年代半ばま

でに 1,500円となることを目指す」こととされていることから、この目標を達

成するためには、来年以降も継続して最低賃金額の引上げを行っていく必要

があるものの、徳島県内においては中小零細企業が多く、その賃金支払能力を

踏まえると、企業の持続的発展のためには最低賃金額の急激な変化は抑制さ

れるべきであるとの委員の意見も参酌する必要があります。 

 

７ これらのことを総合的に勘案しました結果、令和６年度における徳島県最

低賃金額について、中位である 930 円に目安額 50 円を加えた「980 円」とす

るべきとの判断に至ったものです。 

 

 



 

 

令和６ 年 ８ 月 29 日 

 

 徳島地方最低賃金審議会 

会長 段野 聡子 殿 

 

 

徳島地方最低賃金審議会 

徳島県最低賃金専門部会 

部会長 段野 聡子 

 

 

徳島県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、令和６年７月５日、徳島地方最低賃金審議会において付託された徳

島県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおりの

結論に達したので報告する。 

 また、別紙２のとおり平成 20年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20年度

地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータによ

り比較したところ、令和４年 10 月６日発効の徳島県最低賃金（時間額 855 円）は令

和４年度の徳島県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 

 なお、別紙３のとおり付帯決議の採択を希望する。 

本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

徳島県最低賃金専門部会委員 

公益代表委員 部会長     段 野 聡 子 

       部会長代理   稲 倉 典 子 

               米 澤 和 美 

端 村   亮（オブザーバー委員） 

撫 養 佳 孝（オブザーバー委員） 

労働者代表委員        川 口 誠 二 

南   礼 子 

賀 川 健 一 

使用者代表委員        脇 田   亮 

                     中 村 晃 子 

五 島 寛 治 

（案） 
 



別紙１ 

 

徳島県最低賃金 

 

 １ 適用する地域 

    徳島県の区域 

 ２ 適用する使用者 

    前号の地域内で事業を営む使用者 

 ３ 適用する労働者 

    前号の使用者に使用される労働者 

 ４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

    １時間９８０円 

 ５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

    精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 ６ 効力発生の日 

    令和６年 11月１日 

 



別紙２ 

 

徳島県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

 （１）件   名  徳島県最低賃金 

 （２）最低賃金額  時間額 855円 

 （３）発 効 日  令和４年 10月６日 

 

２ 生活保護 

（１）比較対象者 

18～19歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和４年度 

（３）生活保護水準（令和４年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の徳島県内人口加

重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（88,228円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

   上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（註）と上記２の（３）に掲げる

金額とを比較すると徳島県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

（註）１箇月換算額 

   855円（徳島県最低賃金）× 173.8（１箇月平均法定労働時間数） 

     × 0.807（注)＝119,919円 

    （注） 令和４年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

付帯決議 

徳島地方最低賃金審議会では、徳島県最低賃金の改正に当たり最低賃金の引上げに

より中小企業・小規模事業者が受ける経営への影響が懸念されることから、政府及び

徳島県に対し、下記について要望する。 

記 

１ 最低賃金引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者が、今後とも業と雇

用を守ることができるよう、業務改善助成金その他の賃金引上げに関する助成金

（以下「助成金等」という。）に関し、以下の取組を実施すること。 

（１）厚生労働省 

・より多くの企業が、助成金等を利用できるよう、要件緩和を含む制度の拡充 

（２）徳島労働局 

・助成金等の審査の迅速化、審査内容の簡素化等の運用改善及び申請手続の支援

強化 

・助成金等の対象となる設備投資の具体的事例や、助成金等を含む賃金引上げ関

連施策全般に係る周知の徹底 

（３）徳島県 

・企業等が大幅な賃上げを実施した際その経費の一部を補填する支援金の創設や

賃上げ応援サポート事業等支援策の充実強化 

・助成金等を始めとした賃金引上げ関連施策に係る周知への協力 

２ 中小企業・小規模事業者が労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇分を適

切に価格に転嫁できるよう、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化パッケージ」に基づく各種施策について、強力に取組を進めること。 

加えて、以下の取組について、その実施を強く要望するとともに、とりわけ二点

目については、地方公共団体においても必要な施策を講ずるよう特に強く要望する。 

・下請Ｇメン等の活用による下請法の執行強化 

・「令和６年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の確実な実施 

・公的価格制度の対象となる事業に従事する労働者の賃金引上げに係る支援策の強

化 

・製造業等における原材料の輸送費の高騰を抑制するための、本州四国連絡道路の

海上部通行料金に係る引下げ又は支援策の実施 

３ 人手不足の深刻化に対応するため、厚生労働省及び徳島労働局に対し、以下の取

組を実施すること。 

・ハローワークにおける求職者と企業のマッチング機能の強化、利便性の向上等に

よる人材確保の推進 

・いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことを可能とするキャリアアップ助成金「社

会保険適用時処遇改善コース」の申請手続の簡素化及び分かりやすいパンフレッ

トの作成等による周知の強化 
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